
報告第２号 

 

   損害賠償請求事件の専決処分に係る報告について 

 

 損害賠償請求事件に関し、その損害賠償の額の決定及びこれに伴う和解について、地方

自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項及び紫波町長専決条例（昭和４６年

紫波町条例第１９号）第２条第２号の規定に基づき、別紙のとおり専決処分したから、同

法第１８０条第２項の規定により、報告する。 

 

 

  令和８年２月２７日提出 

 

紫波町長 鎌 田 千 市  
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